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留意事項 

 

１ 「山口県補助金等交付規則（平成 18 年 12 月 5 日 規則第 138 号）」及び

「トライアル事業実施補助金交付要綱」をよくご理解の上、補助金受給に関

するすべての手続きを適正に行ってください。 

 

２ 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその

内容に虚偽の記述を行わないでください。 

 

３ 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付

決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額を返

還していただきます。 

 

４ 補助金で取得、または効用の増加した財産(取得財産等)を当該資産の処分

制限期間内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、または担保に供すること）しようとする時は、事前に処分内容等に

ついて山口県知事の承認を受けなければなりません。 

 

５ 提出された書類の返却はいたしませんので、写し等は各自で保存してくだ

さい。 

 

６ 関係書類は県へ提出した年度から５年間保存してください。 
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１ 趣 旨 

商業エリアにおける消費行動や人的交流を活性化するため、大胆な変革に
取り組む商業エリアを対象に、データマーケティングを活用できる人材の育
成や広域ネットワークの構築、学びを活かした新たなにぎわい創出の取組を
支援する。 

 

２ 用語の定義 

用語 定義 

商業エリア 

県内において小売店、飲食店及びサービス業を

営む事業所が近接して１０店舗以上立地してい

る商業集積地区 

商店街等組織 

次に掲げるもの 

① 商業エリアを構成する団体であって、商店

街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協

同組合において法人格を有するもの 

② 法人化されていない商業エリアを構成する

任意の団体であって、規約等により代表者の

定めがあり、財産の管理等を適正に行うこと

ができるもの 

③ ①又は②に類する団体であって、規約等によ

り代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に

行うことができるもの 

まちづくり会社 

当該地域のまちづくり、商業活性化の担い手とし

て事業に取り組むことができる会社、一般社団法

人、一般財団法人、特定非営利活動法人又は事業

協同組合であって、定款等により代表者の定めが

あり、財産の管理等を適正に行うことができるも

の 

市町 商業エリアが所在する市町 

データマーケティング 
来訪者のさまざまなデータを分析し、意思決定や

企画立案に活用するマーケティング手法 
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３ 事業スキーム 

◇トライアル事業 

 

 

 

 

 

   ※ 申請の検討段階から、市町へ相談してください。 
 

 

４ 間接補助対象者 

  山口県内に拠点を有する商店街等組織又はまちづくり会社 
 

 

５ 補助事業内容 

  担い手育成セミナー受講生によるデータマーケティング活用方法等をは

じめとした学びを活かした商業エリア活性化策の企画・立案により、来訪者

のニーズやトレンドを的確に捉えたイベント開催等の来訪・回遊増加につな

がる新たな取組にかかる経費を補助する。 
 

  【担い手育成セミナー】 

   商業エリアにおける担い手の地域課題解決能力の向上及び他商業エリアとの

ネットワーク構築を目的として、若手商業者等を対象に、データマーケティング

の活用をはじめとした商業エリア活性化やまちづくりの手法について学ぶ講座。 

 

 

６ 補助事業の実施場所 

 商業エリアの区域内又は近隣 
 

山口県 

市町（補助事業者） 

間接補助事業者 

申請 補助 

申請 補助 

【負担割合】 

県１/３、市町１/３、補助事業者１/３ 
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７ 補助事業の要件 

① 担い手育成セミナーでの学びを活かして企画立案した商業エリアの活 

性化方策に基づき、新しい取組を実施すること 

※ 従前実施している取組は対象外 

② 商業エリアの来訪者数を測定すること 
 

 

8 補助金額・補助率 

補助率 補助上限 

市町補助額の１/２ 

【負担割合】 

山口県 1/3 

市 町 1/3 

事業者 1/3 

１,０００千円 

【負担上限】 

山口県 1,000 千円 

市 町 1,000 千円 

 

【注意事項】 

・交付決定は予算の範囲内で行うこととなるため、応募状況等によっ

て交付決定額が申請額より減額となる場合があること。 

 

 

９ 補助金の支払い 

（１）支払時期 

  原則、額の確定後の精算払い 

  ※ 概算払いが必要な場合は、事前に山口県に相談 

 

（２）支払額の確定方法 

  事業終了後３０日を経過した日又は当該年度３月１０日（県の休日に当

たるときはその翌日）のいずれか早い日までに事業者より提出いただく実

績報告書に基づき支払額を確定。 
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【注意事項】 

・支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に

支出を要したと認められる費用の合計 

・全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証

拠書類が必要 

・支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費に

ついては、支払額の対象外となる可能性があることに注意 

 

 

1０ 申請手続き 

募集期間 提出 提出方法 

R８.４.１～１２.２１ 

【市町→県】 
事業者 → 市町 → 県 【市町→県】 

  ※ 事業者から市町への申請方法は、市町へ確認してください。 

1１ 事前着手 

原則、交付決定後に事業着手となりますが、事業の性質上又はやむを得

ない事由がある場合、補助事業着手前に、交付申請書と合わせて事前着手

届を提出した場合、着手予定日より着手可能です。 

ただし、本届出により、交付決定や交付決定額が約束されるわけではな

いため、ご留意ください。 

1２ 審査 

（１）審査方法 

審査は原則として応募書類に基づいて行います。 

 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 
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項目 審査の主な視点 

補助交付先 
補助事業者は本事業の対象者であり、商業エリア全体の活性化

を担うに相応しい事業者か。 

エリア選定 
商業エリアは本事業で定める内容であり、商業集積地の広い範

囲を設定しているか。 

エリア事業 商業エリア全体の事業となっているか。 

地域連携 市町、自治会、市民団体等地域の連携を図る内容か。 

商業エリアの特徴 商業エリアの特徴が明確に示されているか。 

商業エリアの課題認

識 
商業エリアの課題が明確に示されているか。 

目指す将来像 
目指す将来像は、本事業の目的に合致し、商業エリアに広く波

及することが期待できるか。 

収支予算 経費は、補助事業を行う上で適切な配分となっているか。 

 

 

1３ 補助対象経費 

（１）補助対象経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費であり、具体

的には以下のとおりです。 

 

人件費、報酬、謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、通

信運搬費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、委託費、その他事業に

必要と認められる経費 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

① 公租公課 

② 各種保険料 

③ その他事業に無関係な経費 
 

（３）補助対象経費からの消費税額の除外 

原則、補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いて申請してくださ

い。 
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1４ その他の注意点 

（１）山口県補助金交付規則、交付要綱により、交付申請書等の各種様式があ

ります。 

 

（２）補助事業者は、補助事業の完了した日の属する県の会計年度及びその終

了後２年間、事業実施効果報告書により報告する必要があります。 


